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Ⅰ　はじめに

　かつては子どもにまつわるあらゆる相談にじっくり取

り組んできた「児童福祉臨床」の世界も，ケースの多様

化と時代のニーズに合わせて，虐待や非行，家庭内暴力

などのいずれも「暴力」にまつわる困難で緊急を要する

ケースを一手に引き受け，悪戦苦闘しているのが現状と

いえよう．

　「子どもの暴力」にはもちろん個々に理解すべき背景

はあろうが，暴力の根絶をめざして，①どのようなルー

ルを作っていくか，生活環境を設定するか，関係機関や

社会資源を活用していくか等の「環境づくり」と，②ど

のように子ども自身に問題意識を持たせるか，解決を志

向させるか，具体的な改善策や予防策を学ばせるかなど

の「治療」といった両側面，すなわち“集団と個”それ

ぞれに対するアプローチを考えていくことが大切であ

る．

　本研究では，まず，今までの取り組みについて，次に

今日的な動向についてまとめている．そして，児童養護

施設における事例をとおして，児童福祉臨床における

「子どもの暴力」に対しての“環境づくり”と“治療

論”について，一考察を行った．

Ⅱ　従来の“生活環境”と“治療”

１．留岡幸助の北海道家庭学校にはじまる児童福祉の精

神と生活環境

１）暴力をふるう子どもに対して

　児童福祉における「子どもの暴力」の問題は（主に14

歳未満），①在宅で援助を行うのは，まずは学校や地域

の相談機関，特に暴力がエスカレートしている場合には

児童相談所や少年サポートセンターなどの専門相談機関
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が行う，②在宅での援助が難しい場合には児童自立支援

施設で援助を行うことが多い（樋口，2005）．

　ここでは，②の「児童自立支援施設」での生活環境を

概観することで，従来の子どもの暴力に対する“環境づ

くり”を示す．

２）児童自立支援施設について

　大正３年，留岡幸助が設立した北海道家庭学校が現在

の児童自立支援施設の礎になったとされる．各都道府県

などに設置されており，平成20年現在58箇所がある（相

澤，2002）．

　留岡は非行少年を“家庭の愛情に恵まれず育った子ど

も”と捉え，“家庭的な愛情と教育を与える場として，

拘禁施設を持たない開放的な一軒家で，夫婦が子どもた

ちと寝食を共にする”ことをその方針とした．この基本

精神は，現在の児童自立支援施設でもしっかりと受け継

がれているだろう（富田，2006）．

３）児童自立支援施設の生活環境

　留岡の精神に基づき，１組の夫婦が子どもたちといっ

しょに生活して寮舎を運営する「夫婦小舎制」の上で，

朝食，ラジオ体操，学習，昼食，農作業，スポーツやレ

クリエーション，掃除，夕食，自由時間や団欒，日記，

就寝などの日課を，寮長や寮母，寮生たちと共に，時に

笑い，時に喧嘩し，時に叱られ，時にいっしょに喜び

あって生活している（富田，2006）．

　このような日々の働きかけが「環境療法」であり，生

活丸ごとを“治療”として扱うことが彼らに必要である

とされた．

　日本における児童自立支援施設の「環境療法」に触れ

たが、他の諸療法についても以下に簡略ではあるが触れ

ておきたい。

２．精神分析，行動療法，人間中心療法，家族療法など

から見た「子どもの暴力」への理解と援助

１）精神分析

　精神分析の創始者Freudは「自我・イド・超自我」を

基礎概念として，“罪障感は犯行の結果ではなく，動機

である”と述べている（井村ら，1970）．つまり，通常

の理解では，罪障感とはなんらかの問題を起したあとに

感じられるものではあるが，Freudは精神発達上でのエ

ディスプス期を経た人間に根源的にある罪悪感が攻撃的

な行動，暴力的な行動に表現されると理解している．

　その後も精神分析的な観点から様々な理解がなされて

いる．精神分析的な観点において不適応行動は，本能的

衝動や不安の転換された表現として神経症症状や問題行

動として表現されるという理解であり，暴力や攻撃性と

いうものも，本能的衝動や不安が抑圧された結果に表現

されたものであると考えられる．従って，治療論につい

ても意識化されていない本能的衝動や不安を意識化して

いくことが主題となる．また，超自我や自我の機能を重

視したものもあり，非行の生起は，自己を統制する自

我，行動の善悪にかかわる超自我が未熟であり，本能的

衝動の発現が暴力という形で表現するものとして捉えて

いる．

　さらに，精神分析の観点から治療構造そのものについ

ての提言もある．精神分析は本来面接室での個別の空間

で行われる治療法であるが，生活場面での面接や施設の

構造についての重要性が言われている．攻撃行動とは，

正しい父性像がないために起こる問題として捉え，援助

する者が父親代わりとなり，理想自我を育てることの必

要性や，施設の構造そのものも治療構造として考え，生

活場面の中で行われる面接を重視する立場もある．特別

な個別の空間を用意しての分析的な面接だけで非行や暴

力の問題に対処するには限界が有り，その暴力などが起

こった場面での即時的なかかわり，具体的な事柄を取り

扱うかかわりを行うことの必要性が言われている．

２）行動療法

　行動療法の技法では，嫌悪療法（レスポンデント条件

づけによる反応消去法）やシェイピング法（オペラント

条件づけによる反応獲得法）などがある．嫌悪刺激によ

る行動の改善は，一定の効果もあげるがその後の持続性

がないことも報告されており，また暴力行為に対する懲

罰的な意味合いもあるので，望ましくなく使用に関して

は検討が必要である．シェイピング法も厳密に構造化さ

れたものだけでなく，さまざまに汎用化され，現場では

日常的に利用されているのが現状であろう．暴力行動が

ストレスや葛藤の解消としての方法として考えるなら

ば，代替行動の学習としてその他の適応的な行動を教え

ていき，その結果として本人に望ましい条件の提示によ

る強化を図るものであれば，日常的な生活場面で望まし

い行動がでれば適切に褒めていくことや，構造化された

ものであればトークン法を用いる場合もある．

３）人間中心療法

　パーソン・センタード・アプローチの視点からもさま

ざまな実践がなされている．この立場においては，「受

容・共感・傾聴」に加えて，適切な制限や直面化が対象

の内発的な気づきを促し，それによる問題行動の改善を

図る．しかし，実際の非行臨床や暴力の問題を呈する子
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どもに対して，本人の気持ちを受け止めるだけでは行動

の改善を図ることは困難なときも多い．

　児童相談所では従来，児童福祉司は実際の生活の行動

について扱い，どちらかと言えば制限や直面化の役割を

担い，児童心理司はその子どもの内面や主観に寄り添う

役割を担うやり方が実施されている．これらは決して固

定的に行われるものではなく柔軟に実施されるべきで，

最終的には子どもの中で自分の暴力などの行動，それに

まつわる結果と，内面的な問題や主観的なものが統合さ

れることを目標として行われている．精神発達が未熟な

子どもは単一的で極端な対象の捉え方であり，状況を総

合的に振り返ることが難しいため，自分の行動や内面に

ついても統合的に振り返ることが難しい．そのため，あ

えて場所や面接者を変えることにより，子どもの気持ち

を切り替えて理解や内省を促すために有効な方法であ

る．

　パーソン・センタード・アプローチの観点は，それ以

前は非行少年や暴力の問題を呈する子どもに対して指導

的な対応のみで行われていた処遇に対して，新しい視点

を加えたことの貢献は大きく，指導的なかかわりと受

容・共感的なアプローチの相補性の重要性は現在では多

くの援助者が認めるところであると思われる．

４）家族療法

　家族療法やシステムズ・アプローチも暴力や攻撃性の

理解についての貢献が大きい．家族療法の理論では，暴

力の問題を起こす個人にだけ焦点を当てるのではなく，

その家族や集団との関係性において問題行動を理解し，

対応していく．

　家族関係のアセスメントについては，「遊離家族」や

「もつれ家族」などの家族の親密姓についての概念があ

り，他にも家族の内外の境界，家族間の葛藤など様々な

家族の状態を理解するために有効な概念が生み出され

た．

　システムズ・アプローチにおけるひとつのシステムと

その他のシステムとの関係性についての理解が必要であ

るという観点は，ある家族の地域との関係性，学校との

関係性などの理解が援助には必須であるという当然のこ

との裏づけとなる．また，暴力を起こす子どもについて，

家族だけでなく，学校や児童養護施設などその子どもが

属する集団の中での関係性を理解することは，学校や施

設での暴力問題の要因が子ども個人にのみあるのではな

く，児童間や職員との関係性の中で起こるという理解の

助けとなり，解決のために多くの示唆を与えてくれる．

３．今日的な課題

　非行の低年齢化，性加害や殺人未遂など事件内容も重

大化しており，また被虐待児や発達障害児など資質的に

困難なケースが増えている．施設職員のバーンアウトも

深刻な問題になってきており，先に述べた児童自立支援

施設では「夫婦小舎制」を維持することが難しく，代

わって「職員交代制」や「寄宿舎制」が多くなってきて

いる．これは，児童養護施設や通所型の相談機関にも同

じことが言え，従来のやり方だけではなかなか難しいと

実感しているのが現状といえる．

　また，従来の治療論を振り返ってみると，実にさまざ

まな理論や技法を用いて取り組んでいることがわかる．

しかし，裏を返せば，「子どもの暴力」に対する第一選

択となるべき技法は確立されがたく，ともすれば，生活

現場と心理治療場面に認識の解離が生じてかねないとも

いえる．

Ⅲ　今日的な動向

　さて，ここまで従来の取り組みを概観してきたわけだ

が，この章では，今日的な動向について，まとめたい．

１．「小規模ユニットケア」「安全委員会方式」など環境

面へのアプローチ

１）小規模ユニットケア

　児童養護施設とは，親の死亡などにより家庭で養育す

ることが困難となった２歳から18歳までの児童を保護

し，養育する施設である（児童福祉法第41条）．近年で

は先に述べたような理由だけでなく，養育の不適切さな

どいわゆる虐待を受けた子どもも保護し，養育する役割

を担っている．そのような児童養護施設はその大半がほ

ぼ満員の状態であり，一般的には大人数の子どもが生活

空間を共にしている．しかしながら，子どもたちの養育

に携わる職員は子ども６人に対して１人の割合でしか配

置の義務がなく，大人側の目と手が十分に行き届かない

ために子どもどうしや職員との間でトラブルが生じやす

い面があることは否めない．また，軽度から中度の知的

障害，発達障害をもつ子どもの入所も増えており，ルー

ルの理解や共感の難しさから集団行動が難しく，かん

しゃくやパニックなどで周囲と激しく衝突することも珍

しくない．このように，年齢や発達特徴などさまざまな

背景を持つ子どもたちがひとつの空間で生活しているこ

と自体トラブルの生じやすさをはらみ，それに対応する

職員にも体罰など過剰なしつけが相次いで報告されるな

ど，「暴力への対応」は児童養護施設における大きな課
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題となっている．

　このような施設内暴力の問題は特定の施設だけでな

かったことも含め，平成20年の国会には被措置児童虐待

防止法案なるものが提出される予定もあった．これは平

成12年に施行され，虐待行為を目撃した際に通告義務を

課す児童虐待防止法案が，措置後の児童養護施設内にお

いても適用されるものであり，ここからも施設内におけ

る暴力が大きな問題となっていることがわかる．また，

政府は生活環境の改善を目的とした定員６名まででの少

人数ケアを推奨し，「地域小規模児童養護施設」や「小

規模グループケア」の取り組みには補助金を付与してき

たが，平成20年にはそれまで各施設１つずつしか設置が

認められていなかったところを２つまで申請できるよう

に変更し，その充実を図ろうとしている．さらに里親へ

の手当（措置費）も倍額化されるなど，子どもへのより

よい養育をめざして少人数性による家庭的養護が取り組

まれている．

　しかしながら，このような法的整備が進む一方，現状

はそれほど改善されたわけではない．厚生労働省の調査

によれば，被措置児童のうち里親委託された児童はわず

か6.4％であり（厚生労働省，2004），近年でも10％未

満とされている（西澤，2008）．また，児童養護施設の

体制についての調査（WAMNET）によれば，その約７

割が未だに大舎制であるほか，約半数近くの施設が取り

組んでいる小規模グループケアでも衣食住はその本体で

ある大舎制と共有している場合が多く，生活環境は大き

く改善したとは言い難い．一方，地域小規模児童養護施

設は全国で73ヵ所設置され，今後も更なる増設が予想さ

れるが，その定員は６名であるため，そこに措置される

児童は被措置児童全体の約１％に過ぎず，結局は大舎制

という現在のケア体制において施設内暴力を含めた様々

な問題に対応していかざるを得ない．

２）安全委員会方式

　このように児童養護施設における「子どもと暴力」に

は複雑な背景があるのだが，このような事態に対して現

在ではいくつかの取り組みも行われており，それらにつ

いて簡単にではあるが紹介していきたい．「安全委員会

方式」（田嶌，2005）は，措置後にも続く暴力の連鎖を

なんとか断ち切ろうとする児童養護への提案であり，そ

れによれば児童養護施設における暴力は①職員から子ど

もへの暴力，②子どもから職員への暴力，③子ども間の

暴力の３種類があり，それらは顕在的か潜在的かで２レ

ベルに分けられる．これら“２レベル３種”の暴力は，

ある意味でそれぞれが抑止力となるなど密接に関連して

いることを指摘し，例えば職員から子どもへの暴力だけ

を禁じた場合には他の２つの暴力が激化する怖れがあ

る．また，被虐待の影響で暴力をふるう子どもについて

も，仮に「こころの傷」がケアされて暴力をふるわなく

なると，今度は他児から暴力を受ける現状にあると述べ

ている．そのため，施設内暴力には個別対応では解決が

難しく，必要に応じて児童相談所や学校など外部機関と

連携し，定期的な聞き取り調査や暴力が生じた際の対応

（①厳重注意，②別室移動，③一時保護を依頼，④退所

を依頼）を明示する必要性を述べている．また，生じた

事件についてはその概要や結果を入所者全員に知らせる

ことで，施設全体で「透明性」と「一貫性」を示す工夫

にも触れている．

２．「セカンド・ステップ」「CAP」などの心理教育や

グループワーク，「認知行動療法」的な治療論

１）セカンド・ステップ

　アメリカでは「子どもと暴力」の話題は大きな関心事

のひとつであり，そこで開発されたプログラムのひとつ

にセカンド・ステップがある．セカンド・ステップで

は，暴力など反社会的言動は社会的スキルの欠如が招く

もとして理解し，適切なスキルを獲得することで社会的

適応力を高めることを目的とし，具体的には劇や絵本の

ようなものを用いた導入を行い，設定された場面におい

て自分の行動や気持ちを客観的に振り返る機会を設ける

ことで，適切な行動についての学習を援助する．近年で

は日本でも幼稚園など低年齢の子どもを中心に取り組ま

れているほか（吉川・田中，2006），児童養護施設での

実践報告もいくつかあり，今後の動向が期待されている

（河村，2001）．

２）CAPプログラム

　また，既に日本で取り組まれているものにCAPプロ

グラムがある．1978年に米国で開発され，日本には1985

年に導入された（森田，1999）．参加者は講義ではな

く，参加学習型のワークショップをして「子どもの権

利」と「エンパワメント」の概念に触れ，その実践ため

には「コミュニティ」の役割が重要であることを学ぶ．

従来の考え方では，子どもは無力な存在であるが故に

「危ない場所には近づくな」など，禁止や行動の規制が

必要だと理解されてきたが，CAPでは子どもには危険

を回避する力と回避する権利があり，それを育むことを

目的としている．子どもへのアプローチより先に大人た

ちを対象としたワークショップに取り組むことも，その
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基本理念を体現したものであろう．また，より効果的で

あるようにと対象となる子どもごとにアプローチの方法

を工夫しており，「児童養護施設プログラム」も開発・

実施されている（CAPセンターJAPAN，2004）．

３）認知行動療法

　また，司法領域での暴力への対応を児童福祉の領域に

も活かそうとする動きも見られる．司法領域，特に少年

院では著しい暴力によって他者を傷つけた者に対し，再

犯を防ぐことを目的とした取り組みが古くから行われて

きた．藤岡（2006）によれば，彼らは“乗り越えておく

べき情緒的・社会的課題が未達成であり，その根底には

養育者との愛着関係が構築されにくかった場合が多く，

その結果，他者との関係では気持ちのやりとりよりも衝

動的な行動に訴えることが目立つ”ことを指摘してい

る．そして暴力に至る過程には，意図の読み間違いや自

尊感情の低さなど生育過程で培われた認知・感情・自己

評価・対人関係の歪んだサイクルがあり，未熟さという

意味も含めて“発達上のつまずき”として理解すること

ができるのである．そして心理教育プログラムでは，加

害行為への責任を負わせることや被害者への共感を育て

ることが目的となるが，実際には殴った相手の気持ちを

想像させる以前に，自分が殴られたときの気持ちを鈍く

させている者が多いようである．そのため，まずは抑え

込み，封印してきた自身の生々しい気持ちに気付くとこ

ろから取り組む必要があるほか，適切な対人関係を構築

するための社会的スキルを学ぶことも重要となるのであ

る．しかしながら，暴力とは，ある意味で相手に自分の

要求を伝える効果的な方法であるため，その方法は手放

しにくく，代わる方法を学ぶことは容易ではないことも

事実であろう．また，先に述べたような愛着に起因する

場合にはある程度の効果も期待できるが，実際にはある

程度の期間を拘禁して取り組まなければならないケース

も多く，その取り組みによる効果は限界があることも忘

れてはならない．司法領域において第一線の専門家とし

て取り組んできた藤岡（先述）による“再犯防止教育な

ど加害者へのアプローチは必要だが，新たな被害者を出

さない対策は不可欠”との指摘は，暴力という問題がい

かに深刻であり，またその解決が困難であるかを改めて

考えさせられるものである．

Ⅳ　児童養護施設の事例

　以下に，逸脱行動への支援をめぐる悪循環から暴言・

暴力が問題となった小学生男児の事例を報告し，児童養

護施設におけるハード・ソフト面の対応の実際について

報告する．なお，個人情報保護のため，事例には加筆・

修正を加えている．

１．事例概要

１）クライエント

　A：小学校高学年（男）．軽度知的障害がある．

２）主訴

　実母からの身体的・心理的虐待を受け，幼少期から施

設入所している．

３）　施設での様子，問題歴

　幼児期：集団に合わせにくく，自己の興味・関心が先

走り，保管されている玩具などを勝手に使用することが

見られた．

　学童期：低学年時より手伝い・当番等の日課のごまか

しが見られ，施設の生活リズムに合わせにくい様子が見

られた．そのため他児より不満が出るなど対人関係は不

良で，からかい・ふざけなど不適切な注意の集め方と独

り遊びが目立った．また女性職員や女子児童に対して

も，ふざけて抱きつくなどの過剰な身体接触を求めるな

どの行動も見られた．総じて他者を求める気持ちや職員

へ甘えたい気持ちはあるものの，その不適切性から友人

関係は希薄であった．

　学習面では，しだいに遅れが目立ち，授業中立ち歩く

などの行動が見られた．施設職員が学校と連携し，見回

りなどの対応を行って行動に改善が見られたが，個別で

の対応が必要ということから，小３時より特別支援学級

に入級．しかし，学習に対する意欲は低く，宿題に時間

がかかり，その後の日課も遅れがちであった．そのた

め，Aにとっては，もともと嫌いな日課を連続して行わ

なければならない状況であった．

　小学校高学年となってから，他児の所有物を盗むなど

の行動が目立つようになり，それに対する担当ケアワー

カーの指導に対して反抗的な姿が見られた．担当ケア

ワーカーがそれらを制止すると手足が出るという状況で

あった．また他児との関係においても，ちょっとした口

喧嘩で容易に手が出ることが見られた．

　セラピストが生活場面に入っている際，日課に合わせ

られず，担当ケアワーカーから指導を受けている場面に

遭遇した．ふざけて逃げ回り，ひとしきり暴言があった

後，うずくまっている状態であった．セラピストが生活

場面面接を行うこととなり，はじめは顔を手の平で覆

い，こちらを見ることができず，向き合えない状態のま

まであったが，徐々に自分の思いを語ることができた．
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その中で，「施設にいたくない」「お父さんと暮らした

い」「担当ケアワーカーが嫌い」などの思いが語られ

た．

２．見立て

　これらAの問題行動と気持ちのくみとりを目的とし

て，約１ヵ月にわたって数度のカンファレンスを持っ

た．担当ケアワーカー，他ケアワーカー，家庭支援専門

相談員，セラピストを中心に開催され，主として以下の

内容が話し合われ，整理が行われた．①Aが施設にいる

ことの意味の紡ぎ直しについて，②Aの暴言・暴力をめ

ぐって，担当ケアワーカーとの悪循環にある相互関係

について，③Aの抱える友人関係の希薄さと盗癖との関

係，④自己コントロールと盗癖・日課のあり方について

といった４点を中心に話し合い，Aの問題行動について

の再整理をおこなったものが図１である．

　Aの問題行動のうち，特に担当ケアワーカーが指導に

困難を覚えたのは「盗癖」と宿題・掃除・食事当番な

どの「日課から外れる」ことであり，Ａが暴言・暴力で

反発するからである．これらに対して，担当ケアワー

カーはさらなる指導をするが，その際，Aは「執拗なふ

ざけ・開き直り」を持って反応する．それでも担当ケ

アワーカーが動じずにかかわると，Aは次第に暴言・暴

力などの行動をエスカレートさせ，話のできない状態と

なってしまう．結果，長時間のかかわりを要し，日課を

行わないままに過ごせてしまうことが慢性化することと

なる．またかかわりの結果，日課リズムに合わせること

が可能となっても，それは他者からのある種の強制力を

もってなされたものであって，A自身が「早く終わらせ

て，好きな遊びをしよう」というような目的的な行動を

起こした結果ではないものと思われた．このため，日課

を行っても，自己コントロールの育成にはつながりにく

い状態と思われた．

　このような日課をめぐる担当ケアワーカーとAの硬直

状態は叱ることの増加や関係性の悪化をもたらしただけ

でなく，支援自体の効力を失わせたと思われた．担当ケ

アワーカー自体も悪循環の現状を理解していながらも抜

け出せないという葛藤状態におちいっており，Aへのか

かわりに不毛感を感じているという状態であった．

　一方，Aの度重なる「盗癖」と「日課のごまかし」は

他児からも反感を買い，友人関係も悪化させた．またA

の知的な能力ゆえの行動についても周囲の理解が得られ

ず，非難の的となることも見られた．このようにしてA

の希薄な対人関係において，「盗癖」は自分を慰めるた

めの「独り遊び」としての機能を果たすようになったと

考えられた．

　「ケアワーカーとの関係性」と「友人関係の悪化」に

よって，Aは他者とのつながりを失い，施設にいること

の意味を失っていったものと考えられた．また「つなが

りの喪失」は施設で暮らす子どもが抱えがちな「親と暮

らしたい」という思いを顕在化させ，「施設にいたくな

い」「お父さんと暮らしたい」ということばにつながっ

たものと思われた．

３．援助方針

　カンファレンスで話し合われた内容を中心に，約５ヵ

月間にわたって，以下のような具体的支援がなされた．

基本的な支援は担当ケアワーカーが中心となるものの，

セラピストや他ケアワーカーの協力を得て，施設全体と

しての対応を行うこととなった．またセラピストはAに

対して個別面接は行わず，まずは生活援助を中心に行う

こととなった．役割の分担と具体的内容は，以下のとお

りである．

１）Aが施設にいることの意味について

　担当ケアワーカーと家庭支援専門相談員が改めて親へ

の気持ちを聴き，同時に親の近況についてもAに説明を

行った．加えて，施設での生活の意味・仕方について再

整理を行った．

２）Aと職員の関係性の悪化について

　盗癖などの問題行動が登下校時におこっていることも

あり，担当ケアワーカーとセラピストが学校への送迎を

行った．これによって問題行動の抑制を図ること，個別

対応の時間を作ることによって信頼関係の再形成をねら

うことにした．

３）学習と日課リズムへの支援

　担当ケアワーカーやセラピストが個別対応によって宿図１　Aの逸脱行動をめぐる悪循環の把握と整理
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題を短時間で終われるように支援し，十分な遊び時間を

持って，次の日課にのぞめるようにこころがけた．これ

によって「早く遊ぶために，嫌な宿題を我慢する」とい

うような目的性と見通しをもった行動も育てられるよう

配慮した．

　また，他の日課については，担当ケアワーカーと一緒

に行うことで本児が注目を得られ，認められる機会にな

るよう配慮した．ルールについても明確化し（例：必ず

掃除をしてから食事をするなど），なし崩し的に誤魔化

しが通用するような状況を作らないこととした．暴言・

暴力が出た場合，毅然とした対応を基本として，ルール

の変更自体は決してしないこととした．

４）支援をめぐる悪循環と暴言・暴力について

　自分の行ったことを隠そうとしたり，認めようとしな

かったりすることで担当ケアワーカーの対応が長時間に

わたって問題を悪化させていることから，まず自分の口

から正直に言えることを目標とした．言えた場合はその

ことを認めつつ，「相手はどういう気持ちになったの

か」「Aを信頼している人の気持ちはどうなるのか」な

ど基本的なかかわりを行うこととした．

４．その後の様子

　具体的な援助を実施した約５ヵ月の間に，Aの行動に

少しの変化が見られるようになった．

　宿題に対する抵抗が減り，取り組みがスムーズになっ

たこともあり，生活リズムの改善が見られた．日課等に

も簡単な促しによって行動できるようになり，逆に認め

てもらうことを期待して，声掛けなしで自分から取り組

める時も見られるようになった．

　問題行動が生じ，職員との話し合いを行った際の態度

にも真剣さが見られるようになり，暴言・暴力などの反

抗的な態度が沈静化した．自身の行動について，嘘に

よって誤魔化すことが減り，正直に職員に伝えてくるこ

とも見られた．結果，職員のAの言動に対する猜疑心も

緩和した．

　また，セラピストや担当ケアワーカーの送迎によっ

て，下校途中の逸脱行動が抑制され，Aと担当ケアワー

カーとの間で「怒る」以外のかかわりが増加するなどコ

ミュニケーションの偏りが正常化された．その影響もあ

り，信頼関係が再構築され，Aの好きなこと（音楽や車

に関すること）を通してのかかわりが増えた．

Ⅴ　考察

１．事例について

１）生活と治療の狭間を埋めること

　従来，心理士は個別なカウンセリングやプレイセラ

ピーをすることだけに固執する傾向があったが，本事例

では，「カンファレンス」や「登下校の送迎」を行った

のが特徴的だといえる．ケアワーカーとは立場の違う心

理職が，ある局面においては積極的に生活場面に入り，

違う見方や考え方を提供していくことも，広義での心理

的援助といえる．

２）協働

　また，本事例では，セラピストが先導しながらも，多

職種といっしょになって図１を作成したことも特徴的で

ある．難しい専門用語で子どもの不可解な心理や行動を

紐解くのではなく，日常的なことばで他職種とともに考

えていくことは，担当ケアワーカーにとっても実感を伴

う理解が生まれ，明日からの援助方針に対する強いモチ

ベーションにつながったであろう．また，Aのライフス

トーリーから現状の問題を考えていくことは，援助者の

視野の広がりや援助者自身の追い込まれた心情を少し和

らげてくれるものとなったであろう．

３）明確な見立てと援助方針の共有

　そして，図１のように，心理学的見立てを具体的に図

示し，それらの問題に対して具体的に誰がどう取り組ん

でいくかを，各職種が明確にできたことも，本事例の特

色といえよう．

４）子どもを取り巻く世界を視野に入れる

　生活をともにするケアワーカーだからこそわかる生活

上の出来事，因果関係を話し合えたことによって，本児

の行動や思考のパターンや悪循環を考えていくのに，と

ても豊富な材料となった．

５）明確な環境設定

　Aは被虐待児童であり，軽度の知的障害を伴ってい

る．虐待を受けた子どもたちは，安心・安全を得ると，

これまでに身についてしまった対人関係パターンから，

試し行動や力での支配行動がよく見られる．叱られた

際，頭では叱られている理屈はわかっていても，途端に

情緒不安定に陥り，パニックを起こす子どもが多い．ま

た，彼の知的な問題から，難しいルールや聴覚情報だけ

の指示，１回だけの指示というのは，理解が難しいであ

ろう．

　懲罰的になるのではなく，何度も行動の限界や結果を

説明しながらかかわれたことが，Aの変化につながった
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一因だと思われる．

６）修正的体験

　Aの暴力を封じ込める策だけでなく，Aが求めている

こと，喜ぶことを実践している（学校の送迎や宿題につ

いてやること）．もちろん，これは「愛着」の問題を抱

えた被虐待児童の入所が増加する，今日的な児童養護施

設の取り組み課題といえよう．

２．総合考察

　児童福祉施設に入所する暴力的な子どもたちの「個」

の支援や治療について，また子どもたち全員が生活する

「施設の環境づくり」の両面について述べる．

１）子どもたちの「個」の支援・治療

　上述したように，今日の児童福祉施設に入所する子ど

もたちは被虐待要件が高い．ここでは多く触れないが，

都市部の情緒障害児短期治療施設では被虐待児童数が全

体の70％～80％を超えている現状にある．子どもたちの

暴力（衝動性の高さや自己コントロールの脆弱性が背景

にある）から施設機能麻痺やいわゆる「施設崩壊状態」

を経験した施設も少なくない．児童養護施設・児童自立

支援施設とて大小の差はあるが，同じ状況を抱えている

といえる．

　さて，被虐待児童に共通していることは保護者との関

係における愛着形成の歪みである．すなわち基本的な保

護者との関係から安心・安全感を得られなかったという

課題がその後の対人関係において大きな影を落としてい

る．身体的かつ精神的な暴力性が家庭の中に蔓延して，

そこで学習したことは支配するか支配されるかという単

純な関係性である．平等や一貫性，普遍性といった一般

社会でも通用する感覚が育たなかったのだろう．

　子どもたちの「個」の支援・治療の要点は，まず安心

できる大人との関係づくりである．施設においては担当

ケアワーカーが中心になるが，従前はそのケアワーカー

のこれまでの経験や熱意等の個人的要件にあまりにも委

ねられていたといえよう．それでは個人差があり，施設

内の職員間において葛藤が生じやすい．上述した事例の

ように，子ども一人ひとりのアセスメントを行い，それ

に沿った具体的な個別支援計画を策定することが大切で

ある．その際に，被虐待から身についた行動についての

手立てを十分に考えておくべきであろう．基本的には愛

着形成の歪みの修正であるので，受容や共感的理解が中

心となるが，不適切な行動に対しては毅然とした直面化

も必要である．平等で一貫性のある生活ルールを順守さ

せることが重要となる．場合に応じて，説諭・叱る・タ

イムアウト（他児童から生活を離す）等，段階に沿った

指導がいるが，これに関しても懲罰を前面に立てるので

はなく，その期間が目標や達成感を味わえるような指導

の工夫が必要である．

　子どもたちには施設生活の目的を明確に伝える必要が

ある．本来は保護者の不適切な要件からのやむを得ない

施設入所であるが，多くの子どもは「自分が悪かったか

ら入所した」と思いやすい．そうした不全感や自尊感情

の低下が要因になり，フラストレーションから暴力に発

展する可能性は高い．子ども一人ひとりに応じた目標や

目的を考えていくが，職員サイドの要求では決してな

く，子どもと職員の話し合いで決めたものでなくてはな

らない．子どもにとって自信を得るようなわかりやすい

目標設定が必要であると考える．また，保護者の状況や

家庭復帰のためのプログラムについて，子どもに説明す

ることも必要である．自らの今後の道のりが多少でも見

えてくるというのは，子どもにとって安心材料になる．

児童福祉の領域でもインフォームド・コンセントは必要

ではないかと考える．

２）施設の環境づくり

　事例についての考察で挙げた６点は，どれもが“環境

づくり”の視点であるように思える．ここでは更に集約

して２点に絞りたい． 

　①子どもの「個」の理解と「集団」でのあり方をアセ

スメントする，そしてかかわり修正する

　特に被虐待児童の場合，児童福祉施設への入所前に児

童相談所において，様々な診断がされている（社会診

断，心理診断，行動診断，医学診断など）．これは施設

でのアセスメントに有効に利用すべきである．この作業

は施設内の一部の管理監督職で行うのではなく，子ども

にかかわる全職員に行うべきだと考える．そこで子ども

や家族をイメージして，入所後の支援や治療を組み立て

るのである．そこから当該の子どもが誰に親和性を示

し，誰と敵対的な関係になるかの予測も行う．こうした

シミュレーションは大切な作業である．また，当初予測

したことと違う行動パターンを示す子どもたちもいる．

これも当然であり，子どもとかかわりながら情報を共有

して，支援や治療を柔軟に変更していく姿勢が問われ

る．

　②　子どもたちも職員も疲弊しない“環境づくり”

　職員集団が子どもの「個」の動きや子ども「集団」の

動きが把握できていれば問題ないのであるが，施設は不

規則勤務である．子どもたちの動きは数日間で変化する
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子どもの暴力に対する“環境づくり”と“支援・治療論”に関する一考察
―児童福祉臨床における従来の取り組みと今日的な動向を概観して―　

ことは稀ではない．そうした変化に対応する工夫が児童

福祉施設には問われる．形式的な会議よりは日々の引き

継ぎ等や担当者間のこまやかな話し合いが重要である．

暴力をふるう子ども個人を考えるだけにとどまらず，そ

の集団や環境に対して，生活を見守る援助者どうしの協

働は必須である．そのためにも，当面の見立て，役割分

担，何か戦略的な手立てが必要となってくる．そうした

各種の手立てや取り組みがコントロールタワーを担って

いる職員に集約されて，そこから組織的にぶれない支援

や治療の方向性が示され，各職員が役割を理解しつつ業

務にあたれれば望ましい．ちなみにコントロールタワー

を担う人は，各職員の目に見えない努力を十分把握して

いる公正であり，やさしい眼差しの人であるのは当然で

ある．

　子どもたちの集団づくりに関しては，施設の中で目立

たない，体力的にも心理的にも弱い子どもをどのように

守るかが大切である．その子どもたちは暴力に関しても

ターゲットにされやすい．そこに暴力が向かう時は，児

童集団のあり方が非常に危機であると理解してもらいた

い．社会的な秩序を失った「児童福祉施設」は問題があ

り，危険をはらんでいると言える．しかし，そのときに

考えてもらいたい要件がある．施設内の実態に蓋をして

しまわないで，外部の機関とも相談してもらいたいこと

である．被虐待児童の支援や治療は容易ではない．従っ

て，単独の施設で抱え込まずに，協働で支援や治療して

いくという柔軟性を持ってもらいたい．被虐待児童は拠

り所の家庭内で虐待を受けたのである．そのための支援

や治療に関して，選択権もなく措置された児童福祉施設

で，不適切なかかわりを受けると悲劇である．そういう

ことが決してないように，われわれも含めて「児童福祉

臨床」に携わる専門職は精度高い業務に邁進したいと考

えている．

　このような取り組みは，何も最新の動きというわけで

は全くなく，かつてから児童福祉臨床の世界では“現場

感覚”で行われてきたことでもあろう．専門家であるな

らば，視野を大きく，何らかの意図をもってかかわり，

柔軟に，かつ他職種とスクラムを組んで仕事をすること

が，普遍的にいえる結論ではないだろうかと思う．

Ⅶ　おわりに

　地域や社会資源が異なれば，取り組みにも各々のユ

ニークさがあることだと思う．児童福祉臨床に携わる専

門家たちが互いに情報・意見交換し，「新しい」時代の

児童福祉臨床をともに考えていくことを願っているし，

それが本研究の最大の目的である．
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